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図書館数
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法人立
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市（区）立

都道府県立

(2,955)(2,714)(2,562)(2,363)(2,138)(1,917)(1,768)（公立図書館数）

2,979 2,742 2,593 2,396 2,172 1,950 1,801 合計

24 28 31 33 34 33 33 法人立

2 8 3 5 2 3 2 組合立

65 99 89 74 59 48 46 村立

697 927 856 745 619 521 450 町立

2,129 1,616 1,548 1,473 1,392 1,275 1,201 市（区）立

62 64 66 66 66 70 69 都道府県立

平成17平成14平成11平成8平成5平成2昭和62

出典：社会教育調査報告書

図書館数は、年々増加しており、平成１７年度には約３，０００館となっている。

（単位：館）
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図書館の設置率
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市（区）立 町立 村立

出典：社会教育調査報告書

市（区）では、ほぼ全ての地方公共団体に設置されているが、町立では約５割、村立では約２
割にとどまっている。

（単位：％）
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Ｇ７各国の状況

我が国の人口１０万人当たりの図書館数は約２．３館で、Ｇ７各国の中で最下位である。

19.29,92722.261,1515171999(参考)フィンランド

4.8661,6842.312,93112,6822005日本

4.5025,7963.762,1555,7301997イタリア

1.458,5564.382,5775,8901997フランス

6.13169,3425.7715,94627,6201995アメリカ合衆国

9.7657,3397.884,6305,8741998イギリス

6.6620,32012.043,6723,0491995カナダ

3.9532,45614.7812,1348,2091998ドイツ

人口当貸出数（点）年間貸出点数（万点）１０万人当図書館数図書館数人口（万人）調査年国 名

出典：日本図書館協会等調べ
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図書館の職員数
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昭和62 平成2 平成5 平成8 平成11 平成14 平成17

その他の職員

司書補

司書

館長・分館長

出典：社会教育調査報告書

O 図書館の職員数は、平成１７年度には約３１,０００人となっており、１館当たり平均約１０．３人。

O 専門的職員である司書は、１館当たり平均約４．３人のみの配置。また、専任職員は減少傾向にある。

（単位：人）
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平成17平成14平成11平成8平成5平成2昭和62
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専任の司書の配置率

専任の司書が配置されている図書館の割合

67.7 64.8

43.1

95.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

都道府県立 市（区）立 町立 村立

出典：平成１７年度社会教育調査

専任の司書が配置されている図書館（分館も含む。）は、市（区）立、町立では６割
台、村立では４割台にとどまる。

（単位：％）
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図書館１館当たりの貸出冊数
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平成元 平成4 平成7 平成10 平成13 平成16

都道府県立 市（区）立 町立 村立 組合立 法人立

6,280 9,181 10,192 21,567 11,320 17,135 法人立

174,559 116,318 116,318 113,352 146,858 181,595 組合立

35,414 36,397 27,539 17,885 10,757 8,422 村立

91,375 82,819 78,290 65,202 50,985 41,008 町立

239,754 265,180 262,637 238,045 208,724 187,455 市（区）立

273,988 234,286 245,957 211,028 169,310 147,453 都道府県立

平成16平成13平成10平成7平成4平成元

出典：社会教育調査報告書

図書館１館当たりの貸出冊数は、全体的に、年々増加傾向となっている。

（単位：冊）
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生涯学習施設等の利用状況
図書館は、他の生涯学習施設と比べて利用率が高い。

※ 平成１７年２月～７月の６か月間の利用状況

出典：文部科学省委託「学習活動やスポーツ、文化活動等に係るニーズと社会教育施設等に関する調査」（平成１８年）
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※ 「いずれも利用しなかった」は、上のグラフにある施設のほか、福祉施設や民間のカルチャーセンター、スポーツクラブなども含め、「いずれ
も利用しなかった」者がサンプルに占める割合
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図書館資料費予算額

出典：日本の図書館（（社）日本図書館協会）

資料費予算額は、年々減少傾向となっており、平成１８年度では、都道府県立では総額約３２
億円、市区町村立では総額約２８１億円となっている。

3,2493,2553,3673,655 3,597

31,259
29,886 29,910 28,857 28,106
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平成14 平成15 平成16 平成17 平成18

都道府県合計 市区町村（広域含む）合計

（単位：百万円）
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図書館における情報化の状況
O 利用者がインターネットに接続できるパソコンを設置している図書館は、都道府県立では約８割、市区

町村立では約５割となっている。
O 他の図書館とのオンライン化は、都道府県立では約８割、市区町村立では約６割で整備されている。

1,485 (51.3%)2,518 (87.0%)2,748 (95.0%)市区町村立

49 (79.0%)60 (96.8%)61 (98.4%)都道府県立

インターネット接続館数利用者が利用できる館数設置館数

○コンピューターの導入状況

○オンライン化の状況

19 (30.6%)

40 (64.5%)

248 ( 8.6%)その他

1,058(36.6%)市区町村立

1,107(38.3%)県立

1,627(56.2%)市区町村立

その他

市区町村立

19 (30.6%)県立

51(82.3%)都道府県立

他の図書館とのオンライン化の状況オンライン有館数

出典：平成１７
年度社会教育
調査報告書

（単位：館）

（単位：館）
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他の図書館 図書館以外の社会教育施設 学校（大学） 学校（大学以外） 教育委員会 首長部局 その他

図書館と関係機関との事業の共催状況

関係機関と共催事業を行った図書館は、約３割にとどまっている。

13.83.38.92.30.94.44.328.0％

403962596725129124816館数
（2,915）

その他首長部局教育委員会学校

（大学以外）

学校（大学）図書館以外の
社会教育施設

他の図書館
共催事業を行っ

た図書館数

※図書館が、読書会・研究会、鑑賞会・映写会、資料展示会を共催で実施した共催相手の状況 出典：平成１７年度社会教育調査

（単位：館）
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子どもの読書活動を推進するために必要な地域での活動（保護者への意識調査）

図書館における児童サービスの充実や、読書に関するイベント・広報活動の充実に対
する期待が高い。

62.2

33.5

31.5

31.4

18.7

10.3

9.1

2.3

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 ％

公共図書館における児童コーナーの設置や児童書の充実

巡回図書館車による巡回など身近に本に触れさせること

読書に関するイベントの実施や広報活動の充実

読み聞かせの会などの催し物の実施

ブックスタート活動などのはたらきかけ

図書館職員の充実

ボランティアや指導者の養成・協力

その他

無回答

出典：文部科学省委託「親と子の読書活動等に関する調査」 （平成１７年（財）日本経済研
究所）
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子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３
年法律第１５４号）の概要（公立図書館関係）

目 的：子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、子ども

の健やかな成長に資すること。

基本理念：読書活動は、子どもの健やかな成長に不可欠なものであることにかんがみ、

すべての子どもが機会・場所を問わず、自主的に読書活動ができるよう、積極

的にそのための環境の整備が推進されなければならないものとすること。

地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定し、実

施すること。

関係機関等の連携強化：国・地方公共団体は学校、図書館、民間団体等との連携強化

その他必要な体制整備に努めること。

財政上の措置等：国・地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めること。
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文字・活字文化振興法（平成１７年法律第９１
号）の概要（公立図書館関係）

目 的：我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で

心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与すること。

基本理念：すべての国民が、その自主性を尊重されつつ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他

の様々な場において、居住する地域、身体的な条件その他の要件にかかわらず、等しく豊か

な文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備すること。

地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、施策を策定し、及び実施

する責務を有する。

関係機関との連携強化：国及び地方公共団体は、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間

団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

地域における文字・活字文化の振興：

①市町村は、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。

②国及び地方公共団体は、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の

推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施

策を講ずるものとする。

③国及び地方公共団体は、地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進するた

め、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

財政上の措置等：国及び地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとする。
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不明

18.7%

司書講習

22.9%

通信課程

9.0%

短大課程

15.7%

大学課程

33.7%

司書の資格取得方法

18.7 22.9 9.0 15.7 33.7 100.0 ％

1,0811,3295199111,9525,792人数

不明司書講習通信課程短大課程大学課程全体

※都道府県・市区町村の中央館の正職員を対象とした調査

出典：図書館及び図書館司書の実態に関する調査研究報告
書（平成１５年度社会教育活動の実態に関する基本調査事
業、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター）

図書館の正職員の司書資格取得の方法は、大学（大学、短大、通信）における課程で
取得した者が約６割となっている。
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図書館職員の研修の実施状況（H17）

図書館職員の研修は、市区では約６割、町村では約９割で行われていない。

都道府県（47） 市区（772）

出典：公立図書館における図書館職員の研修に関する実態調査報告書

平成１９年３月 （全国公共図書館協議会）

町村（525）

100%

86.3%

13.7%

36.9%

63.1%

実施している 実施していない
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地域の活性化や、地域や住民の課題解決等に資する特色ある取組事例

ホームページ上で、蔵書検索、予約、リクエス
ト、レファレンスサービス等が可能。携帯電話
サービス（検索・予約・貸出延長）も実施。メー
ルマガジン（週１回）による新着資料案内や季
節の出来事、ニュース、生活上の話題に対応
した資料紹介。

図書館のハイブリッ
ド化

千葉県横芝光町立図書館

（旧光町立図書館）
※「これからの図書館像」 16
ページ

行政やまちづくり、町村合併等に関する資料
を積極的に収集・展示。関連新聞記事を目録
データ化しホームページで公開。展示コー
ナーには、ポスターや地図等でディスプレイを
施し、行政資料、図書、雑誌、新聞記事の原
本、パンフレット、チラシ、ビデオ等をわかりや
すく展示。

地域情報の発信

茨城県つくばみらい市立図
書館

（旧伊奈町立図書館）
※「これからの図書館像」 19
ページ

ビジネス支援サービスとして、起業関連の図
書や新聞切抜の展示、データベースや起業情
報、経営情報等を提供。また、同一ビルに入
居する市の産学交流センターが主催する講座
に資料提供したり、利用者を相互に案内する
など連携体制を築いている。

ビジネス支援サー
ビス

静岡市立御幸町図書館
※「これからの図書館像」 14
ページ

概要取組分野図書館名
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その他、図書館をめぐる最近の動きなど

○千代田図書館の開館（平成１９年５月）

東京都千代田区役所新庁舎内に、新しい千代田図書館がオープンした。先進的な検索システムを導入したほか、図書館コンシェ

ルジュを配置し、館内の資料案内のみならず、千代田区神保町古書店街など図書館外の区内情報も提供している。平日は２２時ま

で利用できる。

○矢祭「もったいない図書館」（平成１９年１月）

福島県矢祭町で、平成１８年７月から全国に本の寄贈を呼びかけ、集まった本で「矢祭もったいない図書館」を設立。開館までに約

２９万冊の図書が集まった。（現在約４３万冊を突破し、これ以上収容できないため、受入を中止）

○図書館の本の被害について（平成１８年１２月）

各地の図書館で、雑誌などから写真や記事を切り取ったり、専門書に蛍光ペンで線を引くなど、図書を傷つける行為が増加してい

ることが、新聞で紹介された。

○高専生殺害男子学生の実名掲載した新聞を閲覧制限した件（平成１８年９月）

高専生が殺害された事件にからみ、複数の公立図書館で、殺人容疑で指名手配され遺体で見つかった男子学生（１９才）の実名と

顔写真が掲載された新聞を引き上げ、閲覧できないようにした。さらに、翌日の朝刊は、実名部分にシールを貼って閲覧できるように

した。 翌々日以降は、各紙がそれぞれの見解を掲載していたことや、容疑者が自殺したこれまでにないケースであることから、通常

通り閲覧できるようにした。

○船橋市西図書館蔵書廃棄事件（平成１３年８月）

千葉県船橋市西図書館が、平成１３年８月に「新しい歴史教科書をつくる会」や関係者の著作である蔵書を廃棄処分したことに対し、

作家ら７人と「新しい歴史教科書をつくる会」が船橋市に計２４００万円の損害賠償を求めた。

最高裁第１小法廷は、訴訟を棄却した１審東京地裁と２審の東京高裁の判決を破棄し、損害額の認定のための審理を東京高裁に

差し戻した。 平成１７年１１月、東京高裁の差戻裁判で、控訴人に対して賠償金各３０００円を支払う旨の判決があった。
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